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自己負担限度額（月額）

所得要件区分 外来＋入院（世帯ごと）外来
（個人ごと） ４回目以降該当３回目まで

４４,４００円
８０,１００円＋
（総医療費−
２６７,０００円）×１％

５７,６００円課税所得１４５万
円以上

現役並み
所得者

４４,４００円５７,６００円

１４,０００円
（年間
１４４,０００円
上限）

課税所得１４５万
円未満または基
礎控除後の所得
２１０万円以下

一般

同左２４,６００円８,０００円住民税非課税低所得Ⅱ

同左１５,０００円８,０００円
住民税非課税か
つ世帯の所得が
一定基準以下

低所得Ⅰ

 　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
で
本
人
お
よ

び
同
一
世
帯
員
の
方
の
住
民
票
を

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利

用
の
際
は
、
同
カ
ー
ド
の
暗
証
番

号
で
利
用
者
確
認
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
印
鑑
登
録
証
の
機
能
を
同

カ
ー
ド
に
移
行
し
た
方
は
、
本
人

の
印
鑑
登
録
証
明
書
も
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
は
、

全
国
の
セ
ブ
ン
儿
イ
レ
ブ
ン
、
ロ

ー
ソ
ン
（
ロ
ー
ソ
ン
ス
ト
ア　

は
１００

除
く
）、
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
ミ
ニ
ス
ト

ッ
プ
な
ど
（
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
）
で
利
用
で
き
、

窓
口
交
付
よ
り　

円
安
い　

円
で

１００

２００

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

住
民
票
・
印
鑑
登
録
証
明
書
の

住
民
票
の
写
し
等
の
取
得
は

安
く
て
便
利
な
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
を

取
得
は
、
便
利
な
コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
利
用
時
間
午
前
６
時　

分
～
午

３０

後　

時
（
年
末
年
始
、
設
備
点
検

１１
時
等
除
く
）

 

１
通　

円
２００

 

▽
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
で
コ

ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
る
方
は
、
引
き
続
き
利
用
で

き
ま
す
▽
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ

ス
の
住
民
票
に
は
、
住
民
票
コ
ー

ド
は
記
載
で
き
ま
せ
ん
。
必
要
な

場
合
は
、
市
民
課
窓
口
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い

 

市
民
課
市
民
係
（
市
役
所
第
二

庁
舎
１
階
☎　

儿　

儿
９
８
３

０４２

３８７

０
）

 
■
募
集
内
容
▽
ポ
イ
ン
ト
方
式
に

よ
る
募
集
（
家
族
向
け
の
み
）
▽

単
身
者
向
け
・
単
身
者
用
車
い
す

使
用
者
向
け
・
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
住

宅
（
単
身
者
・
二
人
世
帯
向
け
）

▽
事
業
再
建
者
向
け
定
期
使
用
住

￥他問都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

宅■
申
込
書
配
布
期
間
８
月
１
日

（
火
）
～
９
日
（
水
）

■
申
込
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）
、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）
、
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

８
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

１５

郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ

 

Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
）
募
集
セ
ン
タ
ー
（
☎
０

５
７
０
儿　

儿　

＝
８
月
１
日
～

０１０

８１０

　

日
☎　

儿
３
４
９
８
儿
８
８
９

１５

０３

４

h
ttp
://w
w
w
.to
-ko
u
sya.

o
r.jp
/

）、市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

住
宅
係（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

 　
「
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
」
は
、
東
京

都
の
全
市
町
村
が
共
同
で
運
営

申問
HP交

通
災
害
共
済

（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）
に

ご
加
入
を

し
、交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き
に
、

少
な
い
会
費
で
見
舞
金
を
受
け
ら

れ
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。

　

平
成　

年
度
分
に
つ
い
て
、
未

２９

加
入
の
方
は
随
時
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
、
東
京
市

町
村
総
合
事
務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h

ttp
://w
w
w
.ctv-to

kyo
.

o
r.jp
/

）
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

 

市
内
在
住
の
方

■
会
費
等
▽
Ａ
コ
ー
ス
＝
年
額
千

円
の
会
費
で
最
高　

万
円
の
見
舞

３００

金
▽
Ｂ
コ
ー
ス
＝
年
額　

円
の
会

５００

費
で
最
高　

万
円
の
見
舞
金

１５０

 

市
内
の
小
・
中
学
生
、
消
防
団

員
の
方
は
、
市
費
負
担
で
Ｂ
コ
ー

ス
に
加
入
し
て
い
ま
す
（
自
己
負

担
に
よ
っ
て
Ａ
コ
ー
ス
へ
の
移
行

も
可
能
）

 

加
入
申
込
書
に
会
費
を
添
え
て

市
内
の
銀
行
等
窓
口
（
郵
便
局
は

除
く
）
へ

 

交
通
対
策
課
交
通
対
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
５
０
）

０４２

３８７

 　
　

歳
以
上　

歳
未
満
の
国
民
健

７０

７５

康
保
険
加
入
者
の
高
齢
受
給
者
証

を
８
月
に
一
斉
更
新
し
、
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
し

た
。
同
封
の
通
知
文
に
、
負
担
割

合
な
ど
の
詳
細
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

【
住
所
等
が
変
わ
っ
た
と
き
は

　

届
け
出
を
】

　

転
入
・
転
出
・
死
亡
等
に
よ
り
、

世
帯
構
成
ま
た
は
前
年
の
所
得
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
負
担
割

合
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
３
）

０４２

３８７

対他申問国
民
健
康
保
険

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は

届
き
ま
し
た
か

問

 
【
障
害
年
金
を

　

ご
存
知
で
す
か
】

　

公
的
年
金
（
国
民
年
金
・
厚
生

年
金
等
）
に
は
老
齢
年
金
や
遺
族

年
金
の
ほ
か
、
不
慮
の
け
が
や
、

病
気
な
ど
で
一
定
の
障
害
状
態
に

な
り
、
そ
の
他
の
要
件
を
満
た
し

た
場
合
支
給
さ
れ
る
、
障
害
年
金

が
あ
り
ま
す
。

■
支
給
の
要
件
等
①
障
害
の
原
因

と
な
っ
た
病
気
や
け
が
で
初
め
て

医
療
機
関
を
受
診
し
た
日
（
初
診

日
）
に
原
則
公
的
年
金
制
度
に
加

入
し
て
い
る
こ
と
②
①
の
初
診
日

か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
一
定
期
間
国

民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
期
間
が

あ
る
こ
と
③
障
害
認
定
日
（
原
則

初
診
か
ら
１
年
６
か
月
経
過
し
た

日
）
に
決
め
ら
れ
た
障
害
状
態
に

あ
る
こ
と
※
日
本
年
金
機
構
に
よ

る
審
査
が
あ
り
ま
す

 

初
診
日
に
加
入
し
て
い
る
年
金

制
度
に
よ
っ
て
請
求
、
相
談
先
が

異
な
り
ま
す

【
年
金
請
求
の
手
続
き
漏
れ
は

　

あ
り
ま
せ
ん
か
】

　

老
齢
基
礎
年
金
の
受
け
取
り
に

必
要
な
期
間
（
受
給
資
格
期
間
）

が
、
こ
れ
ま
で
の　

年
か
ら　

年

２５

１０

に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
ま
で
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

取
れ
な
か
っ
た
方
も
、
受
け
取
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年

金
機
構
よ
り
、
お
知
ら
せ
が
送
付

さ
れ
て
い
ま
す
（
Ａ
４
サ
イ
ズ
の

黄
色
い
封
筒
）
。
ま
だ
請
求
を
し

て
い
な
い
方
は
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ

ヤ
ル
に
相
談
し
、
手
続
き
を
始
め

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
の
変
更
は
、

８
月
１
日
に
始
ま
り
、
実
際
に
年

金
の
支
払
い
が
開
始
さ
れ
る
の
は

年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

他

　

月
１
日
以
降
と
な
り
ま
す
。

１０■
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７

０
儿　

儿
１
１
６
５

０５們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
４
４
）

０４２

３８７

  
【
①
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
】

　

８
月
期
分
＝
４
～
７
月
分

【
②
特
別
障
害
者
手
当
等
】

　

８
月
期
分
＝
５
～
７
月
分

【
③
児
童
扶
養
手
当
】

　

８
月
期
分
＝
４
～
７
月
分

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

■
振
込
日
８
月　

日
（
木
）

１０

　

振
込
日
以
降
、
通
帳
で
お
確
か

め
く
だ
さ
い
。
金
融
機
関
に
よ
っ

て
は
２
・
３
日
遅
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
▽
振
込
日
以
降
、

７
日
を
過
ぎ
て
も
振
り
込
ま
れ
な

い
場
合
▽
氏
名
、
住
所
、
口
座
を

変
更
し
た
場
合
▽
施
設
に
入
所
し

た
場
合
▽
障
が
い
の
程
度
が
変
わ

っ
た
場
合
（
①
）
▽
病
院
等
に
３

か
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
場

合
（
②
） 

①
②
自
立
生
活
支
援

課
障
害
福
祉
係
（
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

８
４
２
）
、
③
子
育
て
支
援
課
手

当
助
成
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３

０４２

３８７

９
）

 　

８
月
に
、
医
療
保
険
（
国
民
健

康
保
険
や
健
康
保
険
組
合
な
ど
）

か
ら
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の

問

ひ
ろ
ひ
ろ
ばば

福
祉
福
祉
のの

各
種
手
当
の
支
給

問

　

歳
以
上
の 

課
税
者

７０（ 
 

の
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方
）
へ 碓障

碓障

碓一部

算
定
基
準
額
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
８
月
診
療
分
か

ら 

の
助
成
対
象
と
な
る
医
療
費

が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
病
院
な
ど
を
受
診
す
る
と
き

に
は
、 

受
給
者
証
を
忘
れ
ず
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

 

自
立
生
活
支
援
課
障
害
福
祉
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
２
）

０４２

３８７

 　

ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
歌
の
講

座
で
す
。

 

９
月
６
日
～　

月
４
日
の
毎
週

１０

水
曜
日
午
後
２
時
～
４
時
（
全
５

回
） 

社
会
福
祉
協
議
会 

飯
村

孝
夫
さ
ん
（
声
楽
家
） 

お
お
む

ね　

歳
以
上
の
市
内
在
住
の
方 

６０

　

人
（
多
数
抽
選
） 

８
月　

日

５０

１０

（
必
着
）
ま
で
に
、
往
復
は
が
き

に
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を
明
記

し
、
社
会
福
祉
協
議
会
「
昭
和
の

歌
散
歩
係
」
（
〒　

儿
０
０
０
４

１８４

本
町
５
儿　

儿　

☎　

儿　

儿
０

３６

１７

０４２

３８６

２
９
４
）
へ

  

９
月
８
日（
金
）、　

日（
火
）、

１２

　

日
（
木
）
午
前
８
時　

分
～
午

１４

３０

後
５
時 
　

中
央
線
南
側
在
住
の

ＪＲ

　

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方
※

７０同
一
ま
た
は
隣
接
し
た
敷
地
・
建

物
内
に
配
偶
者
ま
た
は
２
親
等
以

内
の
血
族
が
居
住
し
て
い
る
方
を

除
く 

各
日　

人
（
申
込
順
） 

３６

２
千
円 

以
前
参
加
し
た
方
に
は

案
内
を
郵
送
し
ま
し
た 

８
月
１

日
～　

日
に
、
電
話
で
社
会
福
祉

１５

協
議
会
（
☎　

儿　

儿
０
０
１

０４２

３８７

１
）
へ

碓障

碓障

問高
齢
者
い
き
い
き
活
動
講
座

昭
和
の
歌
散
歩

時

所

講
対

定

申

第　

回
ひ
と
り
ぐ
ら
し

９２
高
齢
者
交
流
会
儿
み
ど
り
号

で
行
く
秩
父
神
社
と
ま
つ
り

会
館

時

対
定

￥

他

申

　平成２９年８月診療分から、７０歳以上７５歳未満の方の高額療養費
の自己負担限度額が下表のように変更になります。
　小金井市国民健康保険加入の方が高額療養費に該当した場合
は、今までの手続き方法と変更なく、申請書等を送付します。
 会社の健康保険等にご加入の方は、加入されている健康保険組
合等へお問い合わせください
 保険年金課国民健康保険係（☎０４２−３８７−９８３３）

他

問

高額療養費制度高額療養費制度のの
見直しについ見直しについてて


